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Ⅰ 償却資産の申告について 
 

１ 申告していただく方 
  工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付けなど、事業を行っている法人や個人の方で、毎年

１月１日現在において償却資産を所有されている場合は、地方税法第３８３条（固定資産の申告）の規

定により、毎年１月１日現在の所有状況を申告していただく必要があります。 

 

２ 提出する書類 
初めて申告される方･････全資産を申告してください。 

対象者 

① 令和 5 年１月２日から令和 6 年１月１日の間に、新たに都留市内で事

業を始められた方（リース資産を設置した場合も含みます） 

② その他、今年度初めて償却資産の申告を行う方 

対象資産 
令和 6 年１月１日現在、都留市内に所在し、事業の用に供することのでき

る全償却資産 

提出する申告用紙 
① 償却資産申告書 

② 種類別明細書(増加資産・全資産用) 

その他 
該当する償却資産のない方は、申告書「18 備考（添付書類等）」の「3 該

当資産なし」に○をつけて提出してください。 

 

前年度までに申告されている方･････増減した資産について申告してください。 

対象者 前年度（令和 5年度）までに申告されている方 

対象資産 

令和 5 年１月２日から令和 6 年１月１日までに増加及び減少した資産（た

だし、令和 5 年１月１日以前の増加及び減少資産でも未申告のものについ

てはこれを含めてください）（下の例を参照） 

提出する申告用紙 

①  償却資産申告書 

②  種類別明細書（増加資産・全資産用） 

③  種類別明細書（減少資産用） 

その他 

① 「18 備考（添付書類等）」の該当する項目に○をつけてください。 

② 法人にあっては特に決算日以降の増加・減少資産についても、漏れの

ないようにご注意ください。（下の例を参照） 

※電算処理により全資産申告をされる方は、２ページをご覧ください。 

 

 

（例） １年決算法人で、決算日が９月３０日の場合 

 

        令和 6年度の申告の対象となる期間 

 

 

 R4.9.30            R5.1.2             R5.9.30           R6.1.1(賦課期日) 

決算日                             決算日 

過年に取得した資産でも 

未申告の資産は申告の対象 
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提 出 書 類 一 覧 表 

  申告書 
種類別明細書 

（増加・全資産） 

種類別明細書

（減少） 
備 考 

初めて申告さ

れる方 

資産所有 ○ ○（全資産）   

資産なし ○   

申告書「18 備考（添

付書類等）」の「3 該

当資産なし」に○をつ

ける 

前年度までに

申告されてい

る方 

①取得・移動による受

け入れ・未申告資産が

ある場合 

○ ○   

②売却・滅失・移動・

修正 
○  ○  

上記①と②がある場合 ○ ○ ○  

増減なし ○   

申告書「18 備考（添

付書類等）」の「2 増

減なし」に○をつける 

廃業・解散・転出 ○  ○ 

申告書「18 備考（添

付書類等）」の「4 廃

業・解散等」に日付を

記載 

電算申告をしている方 ○ ○（全資産） 
○ 

（減少がある場合） 
 

 

 

３ 電算処理により全資産申告をされる場合 

償却資産申告書 

①全国統一様式（第 26 号様式）により、記載事項の全てを記載してください。 

②所有者コード、評価額（ホ）欄、決定価格（ヘ）欄及び課税標準額（ト）欄につ

いて、必ず記載してください。 

種類別明細書 

(増加資産・全資産用) 

①必ず全資産を申告してください。（資産の種類ごとに区分して、合計額を記

載してください） 

②前年中の増加及び減少資産も、資産の種類ごとに区分して申告してください。

電子申告の場合には、前年度の増加及び減少資産の明細書をＰＤＦ等で添

付してください。 

③全資産について、評価額を記載してください。 

④課税標準の特例の適用がある場合には、その特例の率及び課税標準額を

記載してください。（特例ごとの集計表も併せて提出していただきますよう、ご

協力をお願いします） 

⑤評価額の最低限度額は、取得価額の５／１００に相当する額です。 

⑥改良費のうち資本的支出として資産計上した場合は、本体部と区分して申告

してください。 
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Ⅱ 償却資産の概要 
 

１ 償却資産の範囲について 

固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、そ

の減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要

な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のも

の（これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます）をいいます。 

なお、「事業の用に供する」とは、必ずしも所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用

する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合等においても償却資産に該当します。 

 

（１）次のような資産でも事業の用に供することができる状態であれば、申告の対象と

なります。 

① 簿外資産（償却済資産を含む） 

② 建設仮勘定で経理されている資産 

③ 耐用年数を経過し、減価償却を終えた資産 

④ 遊休資産（いつでも稼動できる状態にある資産） 

⑤ 未稼動資産（未だに稼動していないが、すでに完成している資産） 

⑥ 決算期以後１月１日までの間に取得され、まだ固定資産勘定に計上されていない資産 

 

（２）少額の減価償却資産の取扱い 

 

 

 

 

取得価額 国税の取扱い 
固定資産税（償却資産）

申告の有無 

個人の場合 
（平成 11年 1月 1日以後

に取得した資産） 

１０万円未満 必要経費 × 

１０万円以上 

２０万円未満 

３年間一括償却 × 

減価償却 ○ 

２０万円以上 減価償却 ○ 

法人の場合 
（平成 10年 4月 1日以後

に開始された事業年度に

取得した資産） 

１０万円未満 

損金算入 × 

３年間一括償却 × 

減価償却 ○ 

１０万円以上 

２０万円未満 

３年間一括償却 × 

減価償却 ○ 

２０万円以上 減価償却 ○ 

※「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」により３０万円未満

の減価償却資産（合計額３００万円まで）を必要経費又は全額損金算入した場合は、申告対

象となります。 
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（３）申告の対象とならないもの 

① 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの 

② 無形減価償却資産（特許権・営業権・商標権・ソフトウェア等） 

③ 繰延資産（開業費・試験研究費等） 

④ 棚卸資産（貯蔵品・商品等） 

⑤ 書画・骨とう（ただし、複製のようなもので装飾的な目的にのみ使用しているものは申告対象です） 

⑥ 生物（ただし、観賞用・興行用等の生物は申告対象です） 

⑦ 法人税法第６４条の２第１項又は所得税法第６７条の２第１項に規定するリース資産で、所有者が取得

した際の取得価額が２０万円未満のもの。（平成２０年４月１日以後契約分） 

 

 

２ 償却資産の主な種類について 

 

資産の種類 細  目 （例） 

第１種 

構 築 物 
土 木 に 定 着 し た 

土 木 設 備 

広告塔、門、外灯、構内舗装（駐車場の舗

装路面も含む）、煙突、緑化施設 等 

建築附属設備 

建 物 附 属 設 備 

変電設備、蓄電池電源設備、建物から独立

した諸設備 等 

*詳しくは６ページ【４ 建築設備の家屋と償

却資産との区分について】をご参照ください。 

建物の所有者と異なる者 

(テナント等)が施工した設備 

店舗内造作設備、照明設備、給排水衛生設

備、ガス設備、空調設備 等 

第２種 機械及び装置 

製 造 機 器 設 備 

電気機器製造設備、食品加工設備、金属製

品製造設備、その他物品製造・加工・修理

等に使用する機械及び装置 等 

土 木 建 設 機 械 

建設機械に該当する大型特殊自動車（ナン

バープレートを取得している場合は、分類番

号が「0」、｢00｣～｢09｣、「000～099」のもの）

ブルドーザー、パワーショベル 等 

工 作 機 械 旋盤、フライス盤、ボール盤 等 

搬 送 設 備 クレーン、コンベアー 等 

そ の 他 設 備 
ガソリンスタンド設備、クリーニング設備、洗車

業用設備、機械式駐車設備 等 

第３種 船 舶 モーターボート 等 

第４種 航 空 機 ヘリコプター 等 

第５種 
車 両 及 び 

運 搬 具 

大型特殊自動車のうち建設機械以外のもの（ナンバープレートを取得してい

る場合は、分類番号が「9」、｢90｣～｢99｣、「900～999」のもの）、構内運搬

車 等 

第６種 
工 具 ・器 具 

及 び 備 品 

机、いす、キャビネット、金庫、電子計算機、陳列ケース、複写機、看板、医

療機器、理容又は美容機器、冷暖房用機器、娯楽用器具、厨房用品、切

削工具、測定工具 等 
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３ 業種ごとの主な償却資産の例 

 

業  種 課税対象となる主な償却資産 

各 業 種 共 通 

駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、外灯、ネオンサイ

ン、広告塔、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、

フェンス、パソコン、コピー機、レジスター、金庫、事務机、椅子 等 

小   売   店 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫 等 

飲 食 店 
接客用の家具及び備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放

送設備、冷蔵庫、冷凍庫 等 

理容業 ・美容業 
理・美容いす、洗面設備、消毒殺菌機、タオル蒸器、テレビ、サインポール、

看板 等 

ク リ ー ニ ン グ 業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板 等 

医院 ・歯科医院 

各種医療機器（ベッド、手術台、Ｘ線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保

育器、脳波測定器、ＣＴスキャン、歯科診療用ユニット）、キャビネット、待合室

用椅子 等 

工     場 
受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、

溶接機、貯水設備、福利厚生設備 等 

建   設   業 

ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コ

ンクリートカッター、ミキサー、大型特殊自動車（ナンバープレートを取得してい

る場合は分類番号「9」、｢90｣～｢99｣、「900～999」、「0」、｢00｣～｢09｣、

「000～099」のもの） 等 

パ  チ  ン  コ  店 

ゲ ー ム セ ン タ ー 

パチンコ台、スロット台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機、防

犯監視設備 等 

自 動 車 修 理 業 
旋盤、ボール盤、プレス、溶接機、オイルクリーナー、グラインダー、ドリル、ホ

ーニング、コンデンサー 等 

ガ ソ リ ン ス タ ン ド 

オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、

ジャッキ、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピ

ー、消火設備 等 

金  属  加  工  業 
旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、せん断機、溶接機、 

グラインダー、取付工具、切削工具 等 

不 動 産 貸 付 業 

金属造・コンクリート造の塀、立体駐車場の機械部分及びターンテーブル、 

側溝、 

発電機設備、中央監視装置、駐車場舗装、門、塀、共同住宅の附帯設備

（駐車場、門、フェンス、植栽、外構など） 等 

駐  車  場  業 
屋外照明設備、舗装路面、門、塀、柵、駐車場用機械設備、料金精算装置 

等 

農          業 
ビニールハウス、農耕用車両（小型特殊自動車を除く）、農業用機械設備、農

業用器具 等 

印   刷   業 各種印刷機、活字製造機、裁断機 等 
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４ 家屋の建築設備と償却資産との区分について 

固定資産税における取扱いでは、家屋に施した建築設備のうち、家屋の所有者が所有するもので、家

屋に取り付けられ構造上家屋と一体となり、家屋自体の効用を高めるものについては、家屋として評価し

ますが、それ以外（構造的に簡単に取り外しが可能なもの等）については償却資産として取り扱われます。 

ただし、家屋に含める資産であっても、テナント等（入居者）が取り付けた家屋の附帯設備（特定附帯設

備）は、償却資産としてテナント等が申告をする必要があります。7ページ【５ テナント等が取り付けた家屋

の附帯設備（特定附帯設備）の課税について】を参照してください。 

 

家屋の附帯設備（建築設備）と償却資産の区分について 

区分 
家屋に含めるもの 

（固定資産（家屋）評価基準にあるもの） 

家屋に含めないもの 

(償却資産となる可能性のあるもの) 

電気設備 

・ 電灯コンセント配線設備 

・ 蛍光灯用器具、白熱灯用器具 

・ 出退表示設備 

・ 呼出信号設備 

・ 自動車管制装置 

・ 盗難非常通報装置 

・ 電話配線設備 

・ 電気時計配線設備 

・ 自家用発電設備 

・ 受変電設備 

・ ネオンサイン 

・ スポットライト、投光器 

・ 家屋と分離している屋外照明設備 

・ 分電盤より外側の配線 

・ 電話機、電話交換機 

・ 親時計、子時計 

・ 中央監視装置 

・ LAN配線 

給排水衛生

設備 

・ 給水設備(受水槽を含む) 

・ 排水設備 

・ 中央式給油設備 

・ 衛生設備 

・ 屋外給水管、屋外配水管 

・ 配管のない瞬間湯沸器 

・ 独立した煙突、給水塔 

ガス設備 ・ ガス設備(配管、バルブ、ガスカラン) ・ メーターより外側の配管 

空調設備 

・ 空調設備 

・ 冷暖房設備 

・ 換気設備、換気扇、天井扇 

・ ルームエアコン 

運搬設備・

清掃設備 

・ 気送管設備 

・ 事務用ベルトコンベアー設備 

・ エレベーター 

・ 小荷物専用昇降機 

・ エスカレーター 

・ 窓ふき用ゴンドラ 

・ 工場用ベルトコンベアー 

・ 垂直型搬送機 

特殊設備 
・ 固定椅子 

・ 金庫扉 

・ 取り外しの容易な簡易間仕切り 

・ 夜間金庫 

・ 機械式駐車場 

屋外設備 

・ 鉄骨等の非常階段 

・ ポーチ 

・ テラス 

・ 自転車置場 

・ 簡易物置 

※一般的な区分の例示であり、必ずしもこの例示によらない場合があります。
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５ テナント等が取り付けた家屋の附帯設備（特定附帯設備）

の課税について 

家屋の所有者以外の者（テナント等）が取り付けた家屋の附帯設備（内部仕上・床仕上・天井仕上・電

気設備・給排水設備・ガス設備等）で、事業の用に供することができる資産については、償却資産として取

り扱うため、申告が必要となります。 

 

家屋の附帯設備（建築設備）の課税区分及び納税義務者について 

 取 付 者  附帯設備 課税区分 納税義務者 

① 
家 屋 所 有 者 

（ビ ル 賃 貸 業） 

内部・床・天井の仕上げ、電気

設備、給排水設備、ガス設備 
家 屋 

家 屋 所 有 者

（ビル賃貸業） 

② 
家 屋 所 有 者 

（ビ ル 賃 貸 業） 
受変電設備 償却資産 

家 屋 所 有 者

（ビル賃貸業） 

③  テナント事業者 看板 償却資産 テナント事業者 

④  テナント事業者 
内部・床・天井の仕上げ、電気

設備、給排水設備、ガス設備 
償却資産 テナント事業者 

 

６ リース資産と納税義務者 
リース資産はその契約の内容により､資産を貸している方に申告していただく場合と、実際に資産を借り

て事業をしている方に申告していただく場合があります。大きく分類すると、リース資産の契約に応じて次の

ように申告していただきます｡ 

 

リース契約の内容 資産を借りている人 資産を貸している人 

通常の賃貸借契約によるリース資産 

（所有権移転外ファイナンス・リースなど） 

○ 

 (リース先を記入して申告) 

○ 

(資産の所在する市町村へ申告) 

売買にあたるようなリース資産 
○ 

(自己の資産として申告) 
× 

 

・平成１９年度の税制改正により平成２０年４月１日以降に締結した所有権移転外ファイナンス・リースに

ついては、所得税・法人税法における所得の計算上、売買取引として取り扱うよう変更されていますが、

固定資産税（償却資産）においては、従前のとおり所有者である賃貸人（リース会社等）が申告する必要

があります。 

・「売買にあたるようなリース」とは、ファイナンス・リースのうちリース期間経過後にその資産を無償または

名目的な対価によって譲渡、または無償と変わらない名目的な再リース料で再リースする条件のリース

取引です。 

・割賦販売により購入した資産は、所有権が売主に留保されている場合（所有権留保付売買）において

も、原則として買主の方が申告することになります。 

・平成２０年４月１日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第 64 条の２第１項又は所得税法第

６７条の２第１項に規定するリース資産で取得価格が２０万円未満のものは申告対象外です。 
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７ 取得価額における消費税の取扱い 
 償却資産の取得価額は、原則として国税の取扱いによって算定します。したがって次の表のと

おり取扱うことになります。 

事業者の区分 
法人税又は所得税における固定資産の取

得に係る取引の経理方式 

償却資産の取得価額における消費

税の取扱い 

免税事業者 税込経理方式 取得価額に含める 

課税事業者 
税抜経理方式 取得価額に含めない 

税込経理方式 取得価額に含める 

 

８ 国税の取扱いとの比較  

償却資産に対する課税について､国税の取扱いと比較すると次のとおりです｡ 

項   目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い 

償 却 計 算 の期 間 事業年度 暦年(賦課期日制度) 

減 価 償 却 の方 法 

定率法、定額法の選択制度 
【定率法の場合】 

・平成２４年４月１日以降に取得された資産は

「定率法(２００％定率法)」を適用 

・平成１９年１月１日から平成２４年３月３１日ま

でに取得された資産は「定率法(２５０％定率

法)」を適用 

・平成１９年３月３１日以前に取得された資産は

「旧定率法」を適用 

一般の資産は定率法 

(減価率は１１ページの表を使用) 

前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(１／２) 

圧 縮 記 帳 の制 度 認められます 認められません ※１ 

特別償却・割増償却 認められます 認められません 

減 価 償 却 認められます 認められます 

耐用年数の短縮  ※２ 認められます 認められます 

評 価 額 最 低 限 度 備忘価額（１円）まで 取得価額の１００分の５ 

改 良 費 の評 価 方 法 原則として区分評価 区分評価 

少額の減価償却資産 

(使用可能期間が１年未満

か取得価額が 10万円未

満の資産） 

損金算入が可能 

損金算入したものは課税対象外 

(本来の耐用年数を用いて減価償

却した場合は課税対象) 

一 括 償 却 資 産 

(取得価額が 20万円未満

の減価償却資産) 

３年間で損金算入が可能 

損金算入したものは課税対象外 

(本来の耐用年数を用いて減価償

却した場合は課税対象) 

中小企業者等の少額減価 

償却資産の取得価額の 

損金算入の特例制度制度 

（租税特別措置法） 

損金算入が可能 認められません 

※1圧縮記帳の制度は認められていませんので、国庫補助金等で取得した資産で取得価格の圧縮を行ったものについては、

圧縮前の取得価額としてください。 

※2耐用年数の短縮とは、減価償却資産について、法令で定められた短縮事由のいずれかの事由によって、その資産の実際

の使用可能期間がその資産の法定耐用年数に比べて著しく短くなる場合、あらかじめ納税地を所轄する国税局長の承認を

受けることにより、その資産の使用可能期間を耐用年数として、早期に償却することが出来る制度のことです。 
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Ⅲ 償却資産の評価について 
 

１ 償却資産の評価と課税について 

 

（１）納税義務者 

賦課期日（毎年１月１日）現在における償却資産の所有者が、納税義務者となります。 

 

（２）価格の決定 

固定資産評価基準により、課税対象の全償却資産一品ごとに取得価額を基礎として取得後の経過

年数・耐用年数に応じて定率法による減価償却計算をし、「評価額」を算出し価格を決定します。 

 

   評価額の計算方法 

前年中に取得した資産 取得価額×（１－減価率×１／２） 

前年前に取得した資産 前年度評価額×（１－減価率） 

*減価率については 11ページの表を使用します。 

 

◎次年度以降の算出方法 

次年度以降は、前年度評価額に減価率を乗じて得た額を控除して計算します。 

２年目・３年目・・・と計算して得た評価額が取得価額の５／１００に相当する額を下回る場合には、

取得価額の５／１００に相当する額を評価額とします。 

 

計算例 

〔評価額の算出方法〕（概算） 

資産の名称等 取得年月 取得価額 耐用年数 減価率 令和 5年度 評価額 合計 

ルームエアコン 

 

 

看   板 

（ネオンサイン） 

 

R4.11 

 

 

R4.2 

500,000円 

 

 

1,600,000円 

6年 

 

 

3年 

0.319 

 

 

0.536 

500,000円 

×(1-0.319×1/2) 

= 420,000円 

1,600,000円 

×(1-0.536×1/2) 

= 1,171,200円 

 

 

1,591,200円 

資産の名称等 取得年月 取得価額 耐用年数 減価率 令和 6年度 評価額 合計 

舗 装 路 面 

（コンクリート敷） 

 

ルームエアコン 

 

 

看   板 

（ネオンサイン） 

 

R5.9 

 

 

R4.11 

 

 

R4.2 

2,700,000円 

 

 

500,000円 

 

 

1,600,000円 

15年 

 

 

6年 

 

 

3年 

0.142 

 

 

0.319 

 

 

0.536 

2,700,000円 

×(1-0.142×1/2) 

= 2,508,300円 

420,000円 

×(1-0.319) 

= 286,020円 

1,171,200円 

×(1-0.536) 

= 543,436円 

 

 

 

 

3,337,756円 
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（３）税額の計算方法 

課 税 標 準 額（1000円未満切り捨て）※ × 税 率（１．４％） ＝ 税 額（100円未満切り捨て） 

※ 課税標準額とは都留市内に所在する資産（家屋・土地・償却資産）の価格（特例が適用される

場合は、決定価格に特例率を乗じたもの）の合計です。 

 

（４）免税点 

・償却資産の課税標準額が１５０万円に満たない場合は課税されません。 

・ただし、申告書の提出は必要です。 

・なお、免税点の判定は、資産の所在する市町村ごとに行います。 

 

（５）納期 

年税額は４回に分けて納めていただくことができます。令和 6 年度は５月・７月・１２月・２月を予定し

ていますが、具体的な納期については令和 6年度固定資産税納税通知書等でお知らせします。 

 

（６）口座振替 

市税の納付については、指定された金融機関の口座から振替納付する「口座振替」をご利用いただ

けます。口座振替を希望される方は、次のいずれかの方法により申込み手続きをしてください。 

 

◆金融機関でのお申込み 

預貯金口座のある次の金融機関において、通帳、届出印及び納税通知書をお持ちになってお申込

みください。 

・口座振替の開始は、２０日までに申込みされたものが翌月の納期分から振替となります。 

・市外で口座振替の申込みをされる方は、申込用紙を郵送しますのでご連絡ください。 

 

◆市役所でのお申込み  

市役所税務課窓口において、金融機関のキャッシュカードをお持ちになってお申込みください。 

・磁気ストライプのないキャッシュカードなど、種類によっては、お受けできない場合があります。 

・口座振替の開始は、１０日までに申込みされたものが当月の納期分から振替となります。 

 

◆取扱金融機関 

山梨中央銀行・山梨県民信用組合・都留信用組合・山梨信用金庫・クレイン農協・ゆうちょ銀行 

 

◆口座振替の解約・変更について 

口座振替の解約や振替方法を変更したいときは、市役所税務課窓口、または、口座振替をされてい

る金融機関でお手続きをしてください。 

 

◆振替日について 

口座振替は納期限日に行います。全期前納振替は、第１期納期限日に行います。 

残高不足等により振替不能となった場合は、納付書を送付いたしますので、納付書裏面に記載の納

付場所で納付してください。連続して振替することができなかったときは、登録を取消す場合があります

のでご注意ください。 

なお、全期前納振替申込者で振替不能となった方につきましては、第２期以降を各納期限日に振

替いたします。 
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２ 減価率及び減価残存率一覧表 

 

耐用 

年数 
減価率 

減価残存率 
耐用 

年数 
減価率 

減価残存率 

前年中取得 

１－（減価率／２） 

前年前取得 

１－減価率 

前年中取得 

１－（減価率／２） 

前年前取得 

１－減価率 

    ３１ ０．０７２ ０．９６４ ０．９２８ 

２ ０．６８４ ０．６５８ ０．３１６ ３２ ０．０６９ ０．９６５ ０．９３１ 

３ ０．５３６ ０．７３２ ０．４６４ ３３ ０．０６７ ０．９６６ ０．９３３ 

４ ０．４３８ ０．７８１ ０．５６２ ３４ ０．０６６ ０．９６７ ０．９３４ 

５ ０．３６９ ０．８１５ ０．６３１ ３５ ０．０６４ ０．９６８ ０．９３６ 

６ ０．３１９ ０．８４０ ０．６８１ ３６ ０．０６２ ０．９６９ ０．９３８ 

７ ０．２８０ ０．８６０ ０．７２０ ３７ ０．０６０ ０．９７０ ０．９４０ 

８ ０．２５０ ０．８７５ ０．７５０ ３８ ０．０５９ ０．９７０ ０．９４１ 

９ ０．２２６ ０．８８７ ０．７７４ ３９ ０．０５７ ０．９７１ ０．９４３ 

１０ ０．２０６ ０．８９７ ０．７９４ ４０ ０．０５６ ０．９７２ ０．９４４ 

１１ ０．１８９ ０．９０５ ０．８１１ ４１ ０．０５５ ０．９７２ ０．９４５ 

１２ ０．１７５ ０．９１２ ０．８２５ ４２ ０．０５３ ０．９７３ ０．９４７ 

１３ ０．１６２ ０．９１９ ０．８３８ ４３ ０．０５２ ０．９７４ ０．９４８ 

１４ ０．１５２ ０．９２４ ０．８４８ ４４ ０．０５１ ０．９７４ ０．９４９ 

１５ ０．１４２ ０．９２９ ０．８５８ ４５ ０．０５０ ０．９７５ ０．９５０ 

１６ ０．１３４ ０．９３３ ０．８６６ ４６ ０．０４９ ０．９７５ ０．９５１ 

１７ ０．１２７ ０．９３６ ０．８７３ ４７ ０．０４８ ０．９７６ ０．９５２ 

１８ ０．１２０ ０．９４０ ０．８８０ ４８ ０．０４７ ０．９７６ ０．９５３ 

１９ ０．１１４ ０．９４３ ０．８８６ ４９ ０．０４６ ０．９７７ ０．９５４ 

２０ ０．１０９ ０．９４５ ０．８９１ ５０ ０．０４５ ０．９７７ ０．９５５ 

２１ ０．１０４ ０．９４８ ０．８９６ ５１ ０．０４４ ０．９７８ ０．９５６ 

２２ ０．０９９ ０．９５０ ０．９０１ ５２ ０．０４３ ０．９７８ ０．９５７ 

２３ ０．０９５ ０．９５２ ０．９０５ ５３ ０．０４３ ０．９７８ ０．９５７ 

２４ ０．０９２ ０．９５４ ０．９０８ ５４ ０．０４２ ０．９７９ ０．９５８ 

２５ ０．０８８ ０．９５６ ０．９１２ ５５ ０．０４１ ０．９７９ ０．９５９ 

２６ ０．０８５ ０．９５７ ０．９１５ ５６ ０．０４０ ０．９８０ ０．９６０ 

２７ ０．０８２ ０．９５９ ０．９１８ ５７ ０．０４０ ０．９８０ ０．９６０ 

２８ ０．０７９ ０．９６０ ０．９２１ ５８ ０．０３９ ０．９８０ ０．９６１ 

２９ ０．０７６ ０．９６２ ０．９２４ ５９ ０．０３８ ０．９８１ ０．９６２ 

３０ ０．０７４ ０．９６３ ０．９２６ ６０ ０．０３８ ０．９８１ ０．９６２ 

※減価残存率は小数点 4桁以下切り捨て 
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Ⅳ 償却資産申告書・明細書の記載について 
  

１ 償却資産申告書の記載について 

欄 記載のしかた 留意事項等 

受付 申告書を提出する年月日と「都留市長」と記載してく

ださい。 

 

※所有者コード 記載の必要はありません。  

1 住所 

（又は納税通知書送達先） 

住所（又は納税通知書送達先）及び電話番号を記

載し、ふりがなを付してください。 

また、ビル等に入居している場合はビルの名称、階数

及び部屋番号を記載してください。 

原則として主たる事務所等の

所在地を記載することになりま

す。 

２ 氏名 

（法人にあってはその名称

及び代表者の氏名） 

氏名を記載し、ふりがなを付して押印してください。 

なお、所有者が法人の場合は、その名称及び代表

者の氏名を記載し、社印を押印してください。屋号が

あれば記載してください。 

 

３ 個人番号又は法人番号 個人の方は 12桁の個人番号を、法人にあっては 13

桁の法人番号を右詰で記載してください。 

 

４ 事業種目 

（資本金等の額） 

事業の種目を具体的に記載してください。 

また、法人にあっては、資本金又は出資金等の金額

も記載してください。 

２以上の事業を行う場合には、

主たる事業種目を記載してくだ

さい。 

５ 事業開始年月 個人の場合は、事業を開始した年月、法人の場合

は、当該法人の設立年月を記載してください。 

 

６ この申告に応答する者の

係及び氏名 

この申告について応答される方の係名、氏名及び電

話番号を記載してください。 

 

７ 税理士等の氏名 経理を委託している税理士等の氏名及び電話番号

を記載してください。 

 

８ 短縮耐用年数の承認 法人税法施行令第 57 条第１項又は所得税法施行

令第 130 条第１項の規定により国税局長の承認を

受け、耐用年数の短縮を行っている資産の有無につ

いて該当するも方を○で囲んでください。 

「有」に該当する場合は「耐用

年数の短縮承認通知書」の写

しを添付してください。 

９ 増加償却の届出 法人税法施行令第 60 条又は所得税法施行令第

133 条の規定により、税務署長に増加償却の届け出

を行っている資産の有無について該当する方を○で

囲んでください。 

「有」に該当する場合は「増加

償却の届出書」の写しを添付し

てください。 

10 非課税該当資産 非課税に該当する資産の有無について該当する方

を○で囲んでください。 

なお、非課税に該当する資産の価格等は、この申告

に含めないでください。 

 

 

 

非課税に該当する資産につい

ては別途書類の提出を求めら

れる場合があります。 
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欄 記載のしかた 留意事項等 

11 課税標準の特例 課税標準の特例に該当する資産の有無について該

当する方を○で囲んでください。 

課税標準の特例に該当する資

産については、別途書類の提

出を求められる場合がありま

す。 

12 特別償却又は圧縮記帳 租税特別措置法の規定による特別償却及び法人税

法第 42～50条まで及び第 142条の規定又は所得

税法第 42～44条まで及び第 165条、第 58条の規

定による圧縮記帳の有無について該当する方を○で

囲んでください。 

償却資産の評価においては特

別償却及び圧縮記帳は認めら

れておりません。 

13 税務会計上の償却方法 税務会計上の償却方法について、該当する方を○で

囲んでください。 

 

14 青色申告 法人税法又は所得税法の規定による青色申告の有

無について該当している方を○で囲んでください。 

 

15 都留市における事業所の

所在地 

都留市における事業所等資産の所在地を記載してく

ださい。また、２以上の事業所等資産の所在地があ

る場合には、それぞれの所在地名を記載し、その主

たる所在地を○で囲んでください。 

事業所等資産の所在地が１カ

所だけでその所在地が「1 住所

（又は納税通知書送達先）」と

同一の場合には、本欄の記載

の必要はありません。 

16 借用資産（有・無） 借用資産の有無について該当する方を○で囲んでく

ださい。なお、借用資産がある場合には貸主の名称

等を記載してください。 

７ページ参照 

17 事業所用家屋所有区分 事業所用家屋の所有区分について該当する方を○

で囲んでください。 

 

18 備考（添付書類等） 次のような事項を記載してください。 

① 添付した書類の名称「耐用年数の短縮承認通

知書の写」、「増加償却の届出書の写」等 

② 非課税に該当する資産を所有している場合は、

その適用条項 

③ 償却資産が災害その他の事故により著しく損傷

したこと等により、その価格が著しく低下した場合

にはその価格の低下の程度 

④ 前年中に所有者の住所、氏名または名称等に

異動があった場合の異動年月日及び旧住所、

旧氏名又は旧名称等の参考となる事項 

⑤ 納税管理人を定めている場合は、その者の住

所、氏名 

⑥ 資産がない場合は「3該当資産なし」、増減がな

い場合は「2 増減なし」、に○をつけてください。

廃業・解散・転出の場合は「4 廃業・解散等」に

日付を記載してください。 

⑦ その他、この申告に必要な事項及び償却資産

の評価について参考となるべき事項 

⑧ ※処理欄は記載不要です。 
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欄 記載のしかた 留意事項等 

取得価格 

 前年前に取得したもの（ｲ） 

 

 前年中に減少したもの（ﾛ） 

 

前年中に取得したもの（ﾊ） 

 

計（（ｲ）－（ﾛ）＋（ﾊ））（ﾆ） 

 

前年前に取得した資産の取得価格の合計額を資産

の種類別に記載してください。 

前年中に減少した資産の取得価格の合計額を資産

の種類別に記載してください。 

前年中に取得した資産の取得価格の合計額を資産

の種類別に記載してください。 

（（ｲ）前年前に取得したもの）－（（ﾛ）前年中に減少し

たもの）+（（ﾊ）前年中に取得したもの）によって算出し

た、取得価格の合計額を資産の種類別に記載してく

ださい。 

 

 

評価額（ﾎ） 評価額の合計額を資産の種類別に記載してくださ

い。 

 

※決定価格（ﾍ） 記載の必要はありません。  

※課税標準額（ﾄ） 記載の必要はありません。  

 

２ 種類別明細書の記載について 

欄 記載のしかた 留意事項等 

   年度 申告の年度を記載してください。  

※所有者コード 記載の必要はありません。  

所有者名 氏名又は名称を記載してください。 

また、この「種類別明細書（増加資産・全資産用）」

について、3枚目のうち2枚目というようにページ数を

付けてください。 

 

資産の種類 「1.構築物」、「2.機会及び装置」、「3.船舶」、「4.航

空機」、「5.車両及び運搬機」、「6.工具、器具及び

備品」の資産の種類に対応する 1～6の数字を記載

してください。  

 

※資産コード 記載の必要はありません。  

資産の名称等 資産の名称及び規格等を記載してください。  

数量 資産の数量を記載してください。  

取得年月日（年号、年、月） 資産を実際に取得した年月を記載してください。 

なお、年号については 3.昭和、4.平成、5.令和とし、

年号に対応する数字を記載してください。 

 

取得価格（ｲ） 当該資産の取得価格を記載してください。 

なお、「取得価格」は、償却資産を取得するために

通常支出すべき金額（当該償却資産の取引運賃、

荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費

その他当該償却資産を事業のように供するために直

接要した費用を含む）をいいます。 

昭和 25年 12 月 31日以前に

取得された資産については「物

価の変動に応ずる補正倍数表」

により、その取得価格を補正す

る必要があります。 
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欄 記載のしかた 留意事項等 

耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第

1、別表第 2、別表第 5及び別表第 6に掲げる耐用

年数を記載してください。 

なお、中古資産について、見積耐用年数によってい

る場合はその耐用年数を国税局長の承認を得て短

縮耐用年数によっている場合はその耐用年数を記

載してください。 

短縮耐用年数を適用している

場合は、必ず「耐用年数の短縮

の承認通知書」の写しを添付し

てください。 

減価残存率（ﾛ） １１ページ記載の一覧表により耐用年数に応ずる減

価残存率を記載してください。 

 

評価額 

（ﾊ） 

次の算式によって計算した償却資産の価格を記載

してください。 

・前年中に取得した資産 

取得価額×（１－減価率×１／２） 

・前年前に取得した資産 

前年度評価額×（１－減価率） 

9ページ参照 

※課税標準額の特例 

（率・コード） 

記載の必要はありません。  

増加事由 資産が増加したことについて、該当する増加事由の

番号を○で囲んでください。 

 

摘要 当該資産について次のような事項を記載してくださ

い。 

① 課税標準額の特例がある資産についてその適

用条項 

② 割賦販売資産等法第 342項第 3 項の規定の

適用がある資産についてはその旨の表示と売

主の名称等 

③ 耐用年数の変更があった場合にはその旨の表

示 

④ 短縮耐用年数を適用している資産につてはそ

の旨の表示 

⑤ 増加償却を行っている資産についてはその旨

の表示 

⑥ その他当該資産の価格の決定にあたって必要

な事項 
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Ⅴ その他 

  

１ 虚偽の申告及び不申告について 

 

申告すべき事項について、正当な事由がなく申告しなかった場合には、地方税法第３８６条及び都留

市税条例第７５条の規定により過料を科せられることがあります。 

また、申告すべき事項について虚偽の申告をした場合には、地方税法第３８５条の規定により罰金等を

科せられることがあります。 

なお、申告漏れ等の場合、申告していただいた年度だけでなく、資産を取得された年の翌年度まで遡

及課税（最大５年間）となりますのでご承知おきください。 

 

 

２ 実地調査のお願い 

 

地方税法第４０８条に基づいて、実地調査を行うことがありますので、ご協力をお願いします。 

また、この実地調査に伴って修正申告をお願いすることがあります。その場合の課税年度は、現年度だ

けでなく、過年度（最大５年間）に遡及することもありますのであらかじめご承知おきください。 

 

 

 

 

提出期限      令和 6年 1月 31日（水） 

提出先・問合せ先  都留市役所 税務課 資産税担当 
               〒402-8501 山梨県都留市上谷一丁目１番１号 

               TEL 0554（43）1111（代表）  

               FAX  0554（43）5049 

 


